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(57)【要約】
【課題】胃腸等の内壁を損傷させず、推進力が強く、よ
り小型化が可能であり、かつ動作安定性に優れたマイク
ロロボットを提供する。
【解決手段】駆動機構の両端部に取付けた２個のエンド
カバー６と、２個のエンドカバー６の間であって、駆動
機構を覆うように配置された円筒状のシュラウド７とか
らなり、駆動機構が、中心軸１と、該中心軸１の両端部
近傍に１個ずつ取付けた２個の軸受２と、前記２個の軸
受２に外挿した円筒状の内側ケーシング３と、該内側ケ
ーシング３の外表面に形成した螺旋突条５と、前記内側
ケーシング３の内部に固定したＮ極とＳ極とを有する磁
石４とからなる。駆動機構がシュラウド７で覆われてい
るので、駆動機構が外部に露出しないので人体内部を傷
つけることがない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動機構と、該駆動機構の両端部に取付けた２個のエンドカバーと、
該２個のエンドカバーの間であって、前記駆動機構を覆うように配置された円筒状のシュ
ラウドとからなり、
前記駆動機構が、
中心軸と、
該中心軸の両端部近傍に１個ずつ取付けた２個の軸受と、
前記２個の軸受に外挿した円筒状の内側ケーシングと、
該内側ケーシングの外表面に形成した螺旋突条と、
前記内側ケーシングの内部に固定したＮ極とＳ極とを有する磁石とからなる
ことを特徴とするマイクロカプセル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロロボットに関する。さらに詳しくは、カプセル型内視鏡や各種配管
のメンテナンスロボットなど、種々の技術分野で利用される超小型のマイクロロボットに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　カプセル型内視鏡として用いられるマイクロロボットとして、特許文献１、２に記載す
るカプセルがある。これらのカプセルは人体に飲み込まれた状態で使用され、ベッド上に
仰臥した人体の外部から磁場をかける体外磁場発生装置との組合せで、移動させるように
使われる。
【０００３】
　上記のカプセル型内視鏡の駆動機構を示す従来技術として特許文献３がある。この従来
技術は、カプセルの内部に設けた駆動モータやギヤボックスでカプセルの外部に形成した
螺旋条を回転させて、カプセルを移動させるように構成されている。
【０００４】
　しかるに、上記従来例ではつぎの問題点がある。
ａ）駆動手段たる螺旋条が外部に露出しているので、これが人体内の胃腸等の内壁と接触
すると損傷を与えるという問題がある。
ｂ）螺旋条の回転により生ずる推力は前後方だけでなく、半径方向外側にも拡散するので
、推進力が弱いという問題がある。
ｃ）カプセル内に駆動モータ等の機構を内蔵しているので、小型化が難しく、飲み込みに
くかったり腸内での詰まりの原因となるという問題がある。
【０００５】
　上記従来例に限らず、多くのマイクロカプセルでは、ベアリングがひとつのみといった
点から重量のバランスが取り難く、回転運動の際には重心のずれによってロボット全体が
揺れるような動きが生じて動作安定性に欠けていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１７５５３号公報
【特許文献２】特開２０１２－７１１７６号公報
【特許文献３】特開２０１４－３６７２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑み、胃腸等の内壁を損傷させず、推進力が強く、より小型化が可
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能であり、かつ動作安定性に優れたマイクロロボットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１発明のマイクロカプセルは、駆動機構と、該駆動機構の両端部に取付けた２個のエ
ンドカバーと、該２個のエンドカバーの間であって、前記駆動機構を覆うように配置され
た円筒状のシュラウドとからなり、前記駆動機構が、中心軸と、該中心軸の両端部近傍に
１個ずつ取付けた２個の軸受と、前記２個の軸受に外挿した円筒状の内側ケーシングと、
該内側ケーシングの外表面に形成した螺旋突条と、前記内側ケーシングの内部に固定した
Ｎ極とＳ極とを有する磁石とからなることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　第１発明によれば、つぎの効果を奏する。
（１）駆動機構がシュラウドで覆われているので、駆動機構が外部に露出しないので人体
内部を傷つけることがない。
（２）内側ケーシングの内部に磁石を取付けているので、外部からの磁界操作で内側ケー
シングを回転させて、螺旋突条を回転駆動できる。つまり、内部に駆動モータ等を内蔵し
ないのでより小型化が可能となる。
（３）螺旋突条の外側がシュラウドで覆われているので、螺旋突条の推力が外方に拡散せ
ず、カプセルの軸方向にのみ沿って発揮するので推進力が強くなる。
（４）中心軸が両端２個の軸受を支えているので、回転動作が安定しており、ブレが生じ
ない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係るマイクロロボットＡの断面図である。
【図２】図１に示すマイクロロボットＡの一部破断斜視図である。
【図３】図に示すマイクトトボットＡの外観斜視図である。
【図４】図１に示すマイクロロボットＡの左側面図である。
【図５】マイクロロボットＡの動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　つぎに、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。
　図１はマイクロロボットＡの全体構造を示しており、図２および図３は駆動機構を示し
ている。
　まず、図１および図２に基づき、駆動機構を説明する。１は中心軸であって、丸棒状の
軸で構成されている。この中心軸１の両端近傍には軸受２が１個ずつ、計２個が取付けら
れている。この軸受２はボールベアリング型が好ましく、内輪２ａが中心軸１に固定され
、外輪２ｂが回転自在となっている。
【００１２】
　両端の２個の軸受２、２の外輪２ｂには内筒状の内側ケーシング３が外挿されている。
この内側ケーシング３は軸受２によって回転自在である。
【００１３】
　内側ケーシング３の内部には磁石４が取付けられている。取付個所は内側ケーシング３
の中間位である。磁石４はリング状の永久磁石であって、中央の孔部分４ｃには中心軸１
が通っている。磁石４は永久磁石であって、Ｎ極とＳ極を有する。
【００１４】
　円筒ケーシング３の外表面には、図２および図３に示すように、螺旋突条５が形成され
ている。磁石４が外部磁界をかけられて、回転すると、内側ケーシング３が軸受２、２に
支えられた状態で回転し、螺旋突条５も回転する。
　この螺旋突条の回転が周囲の水を押すので、推進力を発揮する。
【００１５】
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　つぎに、図１および図４に基づきマイクロロボットＡの外部構造を説明する。
　前記中心軸１の両端には、エンドカバー６、６がそれぞれ取付けられている。エンドカ
バー６と中心軸１とは固定的な取付けでよい。このエンドカバー６の外側は円弧状に凸と
なる形状にしておくと、人体内に飲み込んだとき、胃腸内壁などを傷つけなくてよい。
【００１６】
　２個のエンドカバー６、６の間にはシュラウド７が取付けられている。シュラウドは円
筒形であって、螺旋突条５の周囲にわずかな隙間をあけられている。また、エンドカバー
６、６とシュラウド７とは図４に示すように、小さな支持片８を介して連結されており（
図示の例では３個）、シュラウド７の両端には開口部があいていて、水の流出入が可能と
なっている。
【００１７】
　本発明のマイクロロボットＡは人が飲み込むものであるので、飲み込みやすい大きさで
なければならない。通常、全長が２０～２５ｍｍ、直径が１０～１５ｍｍ位である。
【００１８】
　材料としては、特に制限はなく、カプセル内視鏡に普通に用いられているものの中から
目的に応じて適宜選択することができ、例えば、無機材料、及び有機材料のいずれも用い
ることができる。
【００１９】
　螺旋突条５は、体腔内で体液等により劣化せず、また、摩擦で腸壁等を損傷しない材料
であれば特に限定はされず、例えば、シリコン、ワイヤー入りゴムケーブル、等が挙げら
れる。
【００２０】
　螺旋突条５の傾斜角は、１０～２５度が好ましく、推進力の観点からは、１５～２０度
がより好ましい。内側ケーシング３上での本数は２本～５本位が適当である。
【００２１】
　つぎに、図５に基づき、マイクロロボットＡの動作を説明する。
　図５の矢印Ｍは中心軸１のまわりでマイクロロボットＡの円形断面に沿った円方向を示
している。
　いま、矢印Ｍ方向に回転する外部磁界をかけると、磁石４が中心軸１まわりに回転する
。すると、内側ケーシング３上の螺旋突条５も同方向に回転するので、シュラウド７と内
側ケーシング３との間の水が一端から吸い込まれ他端から吐き出される。この吐き出され
る水が推力を生み、マイクロカプセルＡは右方向へ進む。
　外部磁界の回転方向を逆にすると、マイクロカプセルＡは左方向へ進む。
【００２２】
　このとき、螺旋突条５の外側がシュラウド７で覆われているので、螺旋突条５の推力が
外方に拡散せず、カプセルの軸方向にのみ沿って発揮するので推進力が強くなる。
　また、中心軸１が両端２個の軸受２を支えているので、回転動作が安定しており、ブレ
が生じない。
【００２３】
　本実施形態では、つぎの効果を奏する。
（１）駆動機構がシュラウド７で覆われているので、駆動機構が外部に露出しないので人
体内部を傷つけることがない。
（２）内側ケーシング３の内部に磁石４を取付けているので、外部からの磁界操作で内側
ケーシング３を回転させて、螺旋突条５を回転駆動できる。つまり、内部に駆動モータ等
を内蔵しないのでより小型化が可能となる。
【符号の説明】
【００２４】
　　Ａ　マイクロロボット
　　１　中心軸
　　２　軸受
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　　３　内側ケーシング
　　４　磁石
　　５　螺旋突条
　　６　エンドカバー
　　７　シュラウド
　　８　支持片

【図１】 【図２】
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